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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

国民年金保険料の控除の申告には

社会保険料控除証明書が必要です

【受付日時】2月5日～3月15日午前8時

30分～午後5時（土・日曜日、祝日等を除く。火

曜日は午後7時まで）

※初日・最終日は申告窓口が大変混雑します。

郵送での申告もご利用ください。

【手続きに必要な書類】本人確認書類(1面右参照)

※代理申告は、委任状と代理人の身元確認・申

告者本人の個人番号確認が必要です。

※区が発送する申告書（申告者の住所・氏名の

フリガナ・生年月日が印字されたもの）は、本人

の身元確認・代理申告の代理権確認（委任状の

代わり）として使用できます。本人の個人番号

確認書類もお持ちください。

医療費控除の申告添付書類

　所得税と同様の変更をしています。詳しくは、1面でご案

内しています。

医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を創設

　予防接種・定期健康診断等を行う方が特定の医薬品を購入

した場合、合計額のうち、1万2，000円を超える部分の金額（上

限8万8，000円）の控除が受けられます（定期健康診断や予防

接種を実施した証明書類の提出が必要)。従来の医療費控除と

の選択制です（法定納期限の翌日から5年間）。

上場株式等にかかる配当所得等は所得税と

　住民税で異なる課税方式を選択できます

　所得税と異なる課税方式を選択するには、納税通知書発送前に

住民税申告書の提出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
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年金からの引き落としで支払った方

　日本年金機構等から1月中にお送りする「公

的年金等の源泉徴収票」に、29年中に年金引

き落とし（天引き）でお支払いいただいた社会

保険料（国民健康保険料・後期高齢者医療保険

料・介護保険料）の金額が記載されています。

納付書で支払った方

　領収証書（納付済みの納付書）でご確認ください。

口座振替で支払った方

　預（貯）金通帳や、区から12月または1月に

お送りした「口座振替払込済通知書」でご確認

ください。

※平成29年中に納付方法が変わった方は、そ

れぞれの支払額の合計金額、還付があった方

は、支払った額から還付額を差し引いた額が

控除の対象になります。

【問合せ】国民健康保険料…医療保険年金

課国保収納係（本庁舎4階）（5273）4158・

（3209）1436

後期高齢者医療保険料…高齢者医療担当

課高齢者医療係（本庁舎4階）（5273）4562・

（3203）6083

介護保険料…介護保険課資格係（本庁舎2

階）（5273）4273・（3209）6010へ。

所得税及び復興特別所得税・住民税（特別区民税・都民税）の申告のときにご確認ください

　介護保険の要介護認定を受けている方のお

むつ代を、医療費控除の対象として確定申告

する場合、最初に申告する年は、おむつ代の領

収書に添付する医師発行の「おむつ使用証明

書」が必要です。

　おむつ代の申告手続きが2年目以降であれ

ば、区が発行する「主治医意見書の内容確認

書」で代用できます。次の4つの要件を全て満

たす方には、同確認書を発行します。発行には

申請する方の本人確認書類（運転免許証等）が

必要です。事前にお問い合わせください。

おむつ代を医療費控除の対象とする確定申

告が2年目以降である（平成28年分の確定申

告でおむつ代を医療費控除として申告した方）

29年中に購入したおむつ代を医療費控除

で確定申告する

28年または29年中に介護保険の要介護認

定を受けている

主治医意見書で「寝たきり度がB1～Ｃ2で、

尿失禁の可能性がある」ことを確認できる

【発行窓口・問合せ】介護保険課認定第一係（本

庁舎2階）（5273）3643・（3209）6010へ。

　65歳以上で、寝たきりの方や認知症で

日常生活に支障のある方は、「障害者手帳

の交付を受けた方」に準ずるものとして

認定が受けられます（認定には基準があ

ります）。

　納税者本人または被扶養者が認定を

受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。

【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第一係（5273）4593・高齢

者相談第二係（5273）4254（いずれも本庁舎2階・（5272）

0352）へ。

29年中にお支払いいただいた「社会保険料の額」の確認方法

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税や住民税の社会保険

料控除の対象になります。控除を受けるには、納めた国民年金保

険料の金額を証明する書類の提出が必要です。

　29年中に納付した保険料のうち、9月30日までの納付を証明し

た「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、11月上旬に日本

年金機構から発送しました。確定申告や住民税の申告の際は、こ

の証明書と10月1日～12月31日に納めた国民年金保険料の領収

証書を提出してください。

　29年10月1日～12月31日に、その年初めて国民年金保険料を

納めた方には、2月1日に控除証明書を発送する予定です。

【問合せ】ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル）0570（003）

004（平日午前8時30分～午後7時、第2土曜日午前9時～午後5時）

へ。050から始まる電話からは03（6630）2525へ。

　「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」は、納付した全額が所得税や住民

税の社会保険料控除の対象になります。納付額は、次の方法でご確認ください。

　平成29年度の住民税（特別区民税・都民税）を申告した方等には、2月2日に30年度の申告書を

発送します。申告が必要な方は、受付期間内に区税務課（本庁舎6階）へ申告してください。申告書は

郵送でも提出できます。申告の内容は国民健康保険料・介護保険料等の算定の資料になります。収

入が一定額以下の方も、申告書の提出にご協力ください。

29年度からの変更点

区役所の日曜開庁日にも受け付けます

【受付日時】2月25日午前9時～午後5時

【申告会場・問合せ】区税務課課税第一係

（5273）4107・課税第二係（5273）4108

（いずれも本庁舎6階・（3209）1460）へ。

住住住民民民税税税ののの申申申告告告書書書をををおおお送送送りりりしししままますすす 申告が必要な方は区税務課へ申告を

高齢者のおむつ代を医療費控除で確定申告する方へ 寝たきり高齢者等に
障害者控除が適用されます
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